
４月から「総合事業」が開始します 

 

４月から、要支援１・２の人が利用する予防給付のうち、「訪問介護（ホームヘルプ）」と「通所介

護（デイサービス）」が、全国一律の基準に基づくサービスから、町が実施する事業「総合事業」に

変わります。 

「総合事業」とは、地域全体で高齢者を支える「地域包括ケアシステム」の構築を進めるための、

介護保険の新しい仕組みです。 

 総合事業開始後は、認定を受けていない方でも地域包括支援センターで実施する「基本チェックリ

スト※」の判定を受け、該当した方も訪問型・通所型サービスを受けることができます。 

 

 

〈対象となる人〉要支援１・２の人、又は６５歳以上で基本チェックリストに該当した人 

 

 

※基本チェックリストとは・・・６５歳以上を対象に、２５項目の質問により日常生活で必要となる

機能の低下の有無を確認するものです。 

 

 

☆現在、要支援の認定を受け、訪問介護・通所介護を利用している人は、４月以降も引き続き同様の

サービスをご利用できます。 

 

 

■総合事業の開始に伴う変更点 
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■総合事業利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問い合わせ先》 

生き活き対策課 

地域包括支援センター 

☎７９－２０２０ 

 

（相談）地域包括支援センター、介護保険係、担当するケアマ

ネジャーに相談してください。 

要介護認定を申請 基本チェックリストによる確認 

元気な高齢者 非該当の人 要支援１・２の人 事業対象者 

「地域包括支援センター」又は

「ケアマネジャー」による介護

予防ケアマネジメントを実施 

従来の「地域包括支援センター」又

は「ケアマネジャー」による介護予

防サービス計画ケアマネジメントを

実施 

従来の介護予防給付 

 ◎訪問看護 

 ◎通所リハビリ 

 ◎福祉用具貸与  など 

         総 合 事 業 

一般介護予防事業 

◎地域の介護予防、

サロン 

◎各介護予防教室 

◎健康づくり教室 

など 

介護予防・生活支援サービス事業 

 ◎訪問型サービス 

 ◎通所型サービス 


